
【国保財政健全化計画】
都内区市町村における赤字解消・削減状況の見える化について

「決算補填等目的の法定外一般会計繰入額」と「繰上充用金の増加額」の合計額。都内区市町村において、「繰上充用金」は
計上されていないため、解消・削減すべき赤字は「決算補填等目的の法定外一般会計繰入額」のみとなる。

解消・削減すべき赤字の定義
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見える化の推進

都国保運営方針に記載のとおり、都ホームページにおいて、「区市町村国保財政健全化計画」及び「別紙_区市町村の財政健全
化計画策定及び赤字額の状況」の公表による「見える化」を実施する。

【参考】決算補填等目的の法定外一般会計繰入額の定義

区市町村の国民健康保険特別会計の収支決算における法定外の一般会計繰入金のうち、「収入不足に伴う決算補填等目的のも
の」、「保険者の政策によるもの」及び「過年度の赤字によるもの」に該当するもので、具体的には、以下の事由によるものと
なる。

決算補填等目的

（決算補填等目的のもの） ①保険料収納不足のため ②高額療養費貸付金
（保険者の政策によるもの）③保険料（税）の負担緩和を図るため ④地方単独の保険料（税）の軽減額

⑤任意給付に充てるため
（過年度の赤字によるもの）⑥累積赤字補填のため ⑦公債費等、借入金利息

令和８年３月更新



第３章 国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通し
６ 赤字解消・削減の取組
（３）削減目標（都全体）

令和３年度時点では、57区市町村が決算補填等を目的とした一般会計からの法定外繰入を行っているが、これを令和
８年度末には35区市町村、令和11年度末に18区市町村とすることを目指す。

（５）解消・削減に向けた対応
○ 都は、赤字区市町村とともに、解消・削減すべき赤字の要因分析や必要な対策の整理を行う。各区市町村は、分析結
果を踏まえ、解消・削減すべき赤字解消の目標年次を定めた上で、健康づくりなどの保健事業や医療費適正化、収納
率向上の取組、適正な保険料（税）率の設定等、計画に定めた解消・削減に向けた具体的な取組を実施していく。

○ 都は、医療費適正化のため、区市町村とともに、糖尿病性腎症重症化予防の取組や後発医薬品の普及について東京
都医師会等関係機関と連携して取り組む等、都の役割を積極的に果たしていくほか、区市町村の取組状況を把握し、
解消・削減すべき赤字の額、要因等の分析方法等、必要な助言を行っていく。また、「区市町村国保財政健全化計画」
及び法定外繰入等の額、解消予定年次等を見える化し、毎年度公表を行う。

東京都国民健康保険運営方針（抜粋）（令和６年２月改定）
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●経済・財政新⽣計画進捗管理・点検・評価表 2025（改訂版）（抜粋）（令和７年12月25日 経済財政諮問会議）

国の方針


	スライド 1
	スライド 2

